
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右に並列させた２枚の金属製屋根板 (１ )(21)のうちの一方の金属製屋根板 (１ )には、
これの屋根板本体 (２ )の横他側縁部分に防水兼嵌合連結用の雄形凸条 (３ )を折り曲げによ
り一連に形成し、　これに対して、他方の金属製屋根板 (21)には、これの屋根板本体 (22)
の横一側縁部分に防水兼嵌合連結用の雌形凸条 (23)を折り曲げにより一連に形成し、
　前記雄形凸条 (３ )に前記雌形凸条 (23)を上から被せつけて外嵌させることにより、前記
２枚の金属製屋根板 (１ )(21)同士を防水状に嵌合連結するように構成し、
　前記雄形凸条 (３ )は、前記屋根板本体 (２ )の他側縁部分から順に連続させて、上向きに
のびる立上り側壁部 (４ )・横他側向きにのびる上壁部 (５ )・および下向きにのびる立下り
側壁部 (６ )を一連に形成して成り、　この立下り側壁部 (６ )から横他側向きに建物の屋根
への留付け部 (７ )を連出させ、
　前記雌形凸条 (23)は、前記屋根板本体 (22)の一側縁部分から順に連続させて、上向きに
のびる立上り側壁部 (26)・横一側向きにのびる上壁部 (25)・および下向きにのびる立下り
側壁部 (24)を一連に形成して成る、
　ように構成した金属製屋根板の防水連結構造において、
前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )には、少なくとも下から上に向かって順に連続させ
て、横一側に向かって凸状となる下位凸曲内嵌係合部 (８ )・凹状となる内側凹曲部 (９ )・
および凸状となる上位凸曲内嵌係合部 (10)を一連に形成し、
前記雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)には、少なくとも上から下に向かって順に連続させ
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て、横一側に向かって凸状となる上位凸曲外嵌係合部 (30)・凹状となる外側凹曲部 (29)・
および凸状となる下位凸曲外嵌係合部 (28)を一連に形成し、
前記雌形凸条 (23)の弾性復元力により、この雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の上位凸曲
外嵌係合部 (30)および下位凸曲外嵌係合部 (28)は、前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )
の上位凸曲内嵌係合部 (10)および下位凸曲内嵌係合部 (８ )に対して、それぞれ密着接当さ
せて嵌合させ、
前記外側凹曲部 (29)と内側凹曲部 (９ )との間に雨水侵入防止用の背圧室 (11)を形成し、　
この背圧室 (11)の室下端部 (11a)は雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下位凸曲外嵌係合
部 (28)と雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )との密着接当により
閉じられ、この背圧室 (11)の室上端部 (11b)は雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の上位凸
曲外嵌係合部 (30)と雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (10)との密着
接当により閉じられている、
ように構成したことを特徴とする金属製屋根板の防水連結構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の金属製屋根板の防水連結構造において、
前記雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )には、少なくとも上から下に向かって順に連続させ
て、横他側に向かって凸状となる上位凸曲内嵌係合部 (13)・凹状となる内側凹曲部 (14)・
および凸状となる下位凸曲内嵌係合部 (15)を一連に形成し、
前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)には、少なくとも下から上に向かって順に連続させ
て、横他側に向かって凸状となる下位凸曲外嵌係合部 (35)・凹状となる外側凹曲部 (34)・
および凸状となる上位凸曲外嵌係合部 (33)を一連に形成し、
前記雌形凸条 (23)の弾性復元力により、この雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲
外嵌係合部 (33)および下位凸曲外嵌係合部 (35)は、前記雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )
の上位凸曲内嵌係合部 (13)および下位凸曲内嵌係合部 (15)にそれぞれ密着接当させ、
前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の外側凹曲部 (34)と雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (
６ )の内側凹曲部 (14)との間に雨水侵入防止用の背圧室 (36)を形成し、　この背圧室 (36)
の室下端部 (36a)は雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の下位凸曲外嵌係合部 (35)と雄形凸
条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の下位凸曲内嵌係合部 (15)との密着接当により閉じられ、この
背圧室 (36)の室上端部 (36b)は雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲外嵌係合部 (33
)と雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)との密着接当により閉じ
られている、
ように構成したことを特徴とする金属製屋根板の防水連結構造。
【請求項３】
　請求項２に記載の金属製屋根板の防水連結構造において、
　前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )とその立下り側壁部 (
６ )の下位凸曲内嵌係合部 (15)との間の下位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ２ )は、その立上り
側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (10)とその立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)
との間の上位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ１ )よりも、広くなる値に設定した、
ことを特徴とする金属製屋根板の防水連結構造。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の金属製屋根板の防水連結構造において、
　前記雄形凸条 (３ )および雌形凸条 (23)の各立上り側壁部 (４ )(26)および各立下り側壁部
(６ )(24)のそれぞれに形成した、各上位凸曲内嵌係合部 (10)(13)および各上位凸曲外嵌係
合部 (20)(33)から、これの下側に位置する前記各内側凹曲部 (９ )(14)および各外側凹曲部
(29)(34)までの間の上位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ１ )は、　前記各内側凹曲部 (９ )(1
4)および各外側凹曲部 (29)(34)から、前記各下位凸曲内嵌係合部 (８ )(15)および各下位凸
曲外嵌係合部 (28)(35)までの間の下位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ２ )よりも低くなる値
に設定した、
ことを特徴とする金属製屋根板の防水連結構造。
【請求項５】
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　請求項１・２・３または４に記載の金属製屋根板の防水連結構造において、
　前記雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下端部 (27)は、下位凸曲外嵌係合部 (28)よりも
下側に連出させてから内向きにＵターンさせることにより水受け樋 (27)として形成し、　
この水受け樋 (27)は雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )に対して接近ないし接当させ、
て構成したことを特徴とする金属製屋根板の防水連結構造。
【請求項６】
　請求項１・２・３・４または５に記載の金属製屋根板の防水連結構造において、
　前記雄形凸条立下り側壁部 (６ )の下端部から他方に向かって連出している留付け部 (７ )
の遊端部 (19)は、上回りにＵターンさせることにより横一側方に向かって開口する遮水樋
(19)として形成し、　この遮水樋 (19)は前記雌形凸条 (23)を連続形成した前記屋根板本体
(22)に密着接当させ、
て構成したことを特徴とする金属製屋根板の防水連結構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属製屋根板の防水連結構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　［前提構成］
　本発明の金属製屋根板の防水連結構造は、例えば図１（本発明）又は図５（従来技術）
に示すように、次の前提構成を有するものを対象とする。
【０００３】
　図１は本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施形態１を示す。　図１（Ａ）は金属
製屋根板の防水連結構造の要部取り出し縦断斜視図であり、図２のＡ－Ａ線断面斜視図で
ある。図１（Ｂ）は図１（Ａ）のＢ部の拡大図。図１（Ｃ）は図１（Ａ）のＣ部の拡大図
である。
【０００４】
　図５は従来技術の金属製屋根板の防水連結構造の要部の縦断正面図であり、図１（Ｂ）
に対応する図である。
【０００５】
　左右に並列させた２枚の金属製屋根板 (１ )(21)のうちの一方の金属製屋根板 (１ )には、
これの屋根板本体 (２ )の横他側縁部分に防水兼嵌合連結用の雄形凸条 (３ )を折り曲げによ
り一連に形成する。　これに対して、他方の金属製屋根板 (21)には、これの屋根板本体 (2
2)の横一側縁部分に防水兼嵌合連結用の雌形凸条 (23)を折り曲げにより一連に形成する。
　前記雄形凸条 (３ )に前記雌形凸条 (23)を上から被せつけて外嵌させることにより、前記
２枚の金属製屋根板 (１ )(21)同士を防水状に嵌合連結するように構成する。
【０００６】
　前記雄形凸条 (３ )は、前記屋根板本体 (２ )の他側縁部分から順に連続させて、上向きに
のびる立上り側壁部 (４ )・横他側向きにのびる上壁部 (５ )・および下向きにのびる立下り
側壁部 (６ )を一連に形成して成る。　この立下り側壁部 (６ )から横他側向きに建物の屋根
への留付け部 (７ )を連出させる。
【０００７】
　前記雌形凸条 (23)は、前記屋根板本体 (22)の一側縁部分から順に連続させて、上向きに
のびる立上り側壁部 (26)・横一側向きにのびる上壁部 (25)・および下向きにのびる立下り
側壁部 (24)を一連に形成して成る。
【０００８】
　　［従来の技術］
　上記前提構成において、前記雄形凸条 (３ )と雌形凸条 (23)との具体的な防水連結構造と
して、従来技術では図５に示すものがある。（特開平１１－２１０１７７号公報）
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　図５は従来技術の金属製屋根板の防水連結構造の要部の縦断正面図であり、図１（Ｂ）
に対応する図である。
【０００９】
前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )および立下り側壁部 (６ )の各中間高さ部には、斜め
横下向きの段部 (81)(82)が形成される。前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)および立下
り側壁部 (24)の各中間高さ部には、斜め横下向きの顎部 (83)(84)が形成される。
【００１０】
この雌形凸条 (23)を雄形凸条 (３ )に上から外嵌させた状態では、雌形凸条 (23)の上壁部 (2
5)と雄形凸条 (３ )の上壁部 (５ )との間にシール材 (85)を挟持固定する。雌形凸条 (23)の各
顎部 (83)(84)を雄形凸条 (３ )の各段部 (81)(82)に係合させる。この顎部 (83)(84)と段部 (8
1)(82)との係合部よりも上側で、雄形凸条 (３ )と雌形凸条 (23)との間に、毛細管現象によ
る雨水の侵入を生じさせない隙間 (86)(87)を形成したものである。
【００１１】
　　［従来技術の問題点］
　上記従来技術では、次の問題がある。
　［　問題点イ．　雨水が雄形凸条 (３ )と雌形凸条 (23)との嵌合面間を通過して、建物 (4
1)の屋根内に侵入するのを防止するために、シール材 (85)が必要であるため、このシール
材 (85)の部品コストと組付けコストとが高くつく。そのうえ、シール材 (85)の材質面での
経年劣化による耐久性の低下を解消できない。　］
【００１２】
強風雨時や暴風雨時には、雨水は強風で一方の金属製屋根板 (１ )の屋根板本体 (２ )上を吹
き流され、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )と他方の金属制屋根板 (21)の雌形凸状 (23)の
立下り側壁部 (24)との間を上向きに押し流されようとする。
【００１３】
　この雨水が雄形凸条 (３ )と雌形凸条 (23)との嵌合面間通過して、建物 (41)の屋根内に侵
入するのを防止するために、前記シール材 (85)が必要であるため、このシール材 (85)の部
品コストと組付けコストとが高くつく。そのうえ、シール材 (85)の材質面での経年劣化に
よる耐久性の低下を解消できない。
【００１４】
　［　問題点ロ．　シール材 (85)は雄形凸条 (３ )に対して雌形凸状 (23)を押し上げて抜け
出させる力としてマイナスに働く分だけ、雌形凸条 (23)が抜出し易くなり、強風・暴風下
での強風通過時に発生する負圧により、他方の金属製屋根板 (21)が引き上げられようとし
たときに、雌形凸状 (23)が雄形凸条 (３ )から抜け出して、この一方の金属製屋根板 (21)が
屋根 (42)から引き剥がされてしまい易くなる。　］
【００１５】
　一般に、強風・暴風下での風通過時に発生する負圧により、他方の金属製屋根板 (21)が
引き上げられようとしたときに、この引上げ力で雌形凸状 (23)が雄形凸条 (３ )から抜け出
して、その金属製屋根板 (21)が屋根 (42)から引き剥がされてしまうことがある。
　雌形凸状 (23)が雄形凸条 (３ )から抜け出すことを防止する働きは、雌形凸条 (23)の弾性
復元力により、顎部 (83)(84)が段部 (81)(82)に係合する力による。
【００１６】
　これに対して、シール材 (85)は雄形凸条 (３ )に対して雌形凸状 (23)を押し上げて抜け出
させる力としてマイナスに働く分だけ、雌形凸条 (23)が抜出し易くなり、強風・暴風下で
の強風通過時に発生する負圧により、他方の金属製屋根板 (21)が引き上げられようとした
ときに、雌形凸状 (23)が雄形凸条 (３ )から抜け出して、この一方の金属製屋根板 (21)が屋
根 (42)から引き剥がされてしまい易くなる。
【００１７】
【特許文献１】特開平１１－２１０１７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１８】
　本発明の課題は、主として次のようにすることにある。
　［イ］．　強く長く続く強風雨が衝撃的に繰り返し吹き付けてくる悪い条件下において
も、その雨水が雄形凸条と雌形凸状との嵌合面間を通って建物の屋根内に侵入することを
、強力に防止する。
【００１９】
　［ロ］．　従来技術におけるシール材を省略して、このシール材の部品コストと組付け
コストとを引き下げるうえ、シール材の材質面での経年劣化による耐久性の低下を解消す
る。
　［ハ］．　強風・暴風下での強風通過時に発生する負圧により、他方の金属製屋根板が
引き上げられようとしたときに、雌形凸状が雄形凸条から抜け出して、この一方の金属製
屋根板が屋根から引き剥がされてしまうことを、強力に防止する。
【００２０】
　［ホ］．　雌形凸状を雄形凸条に対して、上から嵌合させる組付け作業が楽に速やかに
行なえる。
　［ヘ］．　雌形凸状の雄形凸条からの抜出し防止力をさらに強化する。
　［チ］．　雄形凸条と雌形凸状との嵌合面間の凸条同士間隙間の最奥部にごく少量の雨
水が浸入することが起こったとしても、ここで効果的に封止することにより、この雨水が
建物の屋根内に侵入することを確実に防止する。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の金属製屋根板の防水連結構造は、上記前提構成において、上記課題を解決する
ために、前記雄形凸条 (３ )と雌形凸条 (23)との具体的な防水連結構造として、例えば図１
に例示するように、次の特徴構成を追加したことを特徴とする。
【００２２】
　図１は本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施形態１を示す。　図１（Ａ）は金属
製屋根板の防水連結構造の要部取り出し縦断斜視図であり、図２のＡ－Ａ線断面斜視図で
ある。図１（Ｂ）は図１（Ａ）のＢ部の拡大図。図１（Ｃ）は図１（Ａ）のＣ部の拡大図
である。
【００２３】
　　○　請求項１の発明．　図１参照．
前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )には、少なくとも下から上に向かって順に連続させ
て、横一側に向かって凸状となる下位凸曲内嵌係合部 (８ )・凹状となる内側凹曲部 (９ )・
および凸状となる上位凸曲内嵌係合部 (10)を一連に形成する。
【００２４】
前記雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)には、少なくとも上から下に向かって順に連続させ
て、横一側に向かって凸状となる上位凸曲外嵌係合部 (30)・凹状となる外側凹曲部 (29)・
および凸状となる下位凸曲外嵌係合部 (28)を一連に形成する。
【００２５】
前記雌形凸条 (23)の弾性復元力により、この雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の上位凸曲
外嵌係合部 (30)および下位凸曲外嵌係合部 (28)は、前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )
の上位凸曲内嵌係合部 (10)および下位凸曲内嵌係合部 (８ )に対して、それぞれ密着接当さ
せて嵌合させる。
【００２６】
前記外側凹曲部 (29)と内側凹曲部 (９ )との間に雨水侵入防止用の背圧室 (11)を形成する。
　この背圧室 (11)の室下端部 (11a)は、雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下位凸曲外嵌
係合部 (28)と、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )との密着接当
により閉じられる。この背圧室 (11)の室上端部 (11b)は、雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24
)の上位凸曲外嵌係合部 (30)と、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (
10)との密着接当により閉じられている。
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【００２７】
　　○　請求項２の発明．　図１参照．
　この請求項２の発明は、上記請求項１の発明において、次の特徴構成を追加したことを
特徴とする。
【００２８】
前記雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )には、少なくとも上から下に向かって順に連続させ
て、横他側に向かって凸状となる上位凸曲内嵌係合部 (13)・凹状となる内側凹曲部 (14)・
および凸状となる下位凸曲内嵌係合部 (15)を一連に形成する。
【００２９】
前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)には、少なくとも下から上に向かって順に連続させ
て、横他側に向かって凸状となる下位凸曲外嵌係合部 (35)・凹状となる外側凹曲部 (34)・
および凸状となる上位凸曲外嵌係合部 (33)を一連に形成する。
【００３０】
前記雌形凸条 (23)の弾性復元力により、この雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲
外嵌係合部 (33)及び下位凸曲外嵌係合部 (35)は、前記雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (6)の
上位凸曲内嵌係合部 (13)および下位凸曲内嵌係合部 (15)にそれぞれ密着接当させる。
【００３１】
前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の外側凹曲部 (34)と雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (
６ )の内側凹曲部 (14)との間に雨水侵入防止用の背圧室 (36)を形成する。　この背圧室 (36
)の室下端部 (36a)は雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の下位凸曲外嵌係合部 (35)と雄形凸
条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の下位凸曲内嵌係合部 (15)との密着接当により閉じられる。こ
の背圧室 (36)の室上端部 (36b)は雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲外嵌係合部 (
33)と雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)との密着接当により閉
じられている。
【００３２】
　　○　請求項３の発明．　図１参照．
　この請求項３の発明は、上記請求項２の発明において、次の特徴構成を追加したことを
特徴とする。
【００３３】
　前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )とその立下り側壁部 (
６ )の下位凸曲内嵌係合部 (15)との間の下位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ２ )は、その立上り
側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (10)とその立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)
との間の上位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ１ )よりも、広くなる値に設定した。
【００３４】
　　○　請求項４の発明．　図１参照．
　この請求項４の発明は、上記請求項２または３の発明において、次の特徴構成を追加し
たことを特徴とする。
【００３５】
　前記雄形凸条 (３ )および雌形凸条 (23)の各立上り側壁部 (４ )(26)および各立下り側壁部
(６ )(24)のそれぞれに形成した、各上位凸曲内嵌係合部 (10)(13)および各上位凸曲外嵌係
合部 (20)(33)から、これの下側に位置する前記各内側凹曲部 (９ )(14)および各外側凹曲部
(29)(34)までの間の上位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ１ )は、　前記各内側凹曲部 (９ )(1
4)および各外側凹曲部 (29)(34)から、前記各下位凸曲内嵌係合部 (８ )(15)および各下位凸
曲外嵌係合部 (28)(35)までの間の下位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ２ )よりも低くなる値
に設定した。
【００３６】
　　○　請求項５の発明．　図１参照．
　この請求項５の発明は、上記請求項１・２・３または４の発明において、次の特徴構成
を追加したことを特徴とする。
【００３７】
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　前記雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下端部 (27)は、下位凸曲外嵌係合部 (28)よりも
下側に連出させてから内向きにＵターンさせることにより水受け樋 (27)として形成する。
　この水受け樋 (27)は雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )に対して接近ないし接当させる。
【００３８】
　　○　請求項６の発明．　図１・図４参照．
　この請求項６の発明は、上記請求項１・２・３・４または５の発明において、次の特徴
構成を追加したことを特徴とする。
【００３９】
　前記雄形凸条立下り側壁部 (６ )の下端部から他方に向かって連出している留付け部 (７ )
の遊端部 (19)は、上回りにＵターンさせることにより横一側方に向かって開口する遮水樋
(19)として形成する。　この遮水樋 (19)は前記雌形凸条 (23)を連続形成した前記屋根板本
体 (22)に密着接当させる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明の金属製屋根板の防水連結構造は、つぎの効果を奏する。
　　○　請求項１の発明．　図１参照．
　［　効果イ．　強く長く続く強風雨が衝撃的に繰り返し吹き付けてくる悪い条件下にお
いても、背圧室 (11)内の室内圧 (P1)は、ごく少量の雨水の侵入によって急速に圧力上昇し
て、下位密着接当箇所 (37)から背圧室 (11)へのそれ以上の雨水の侵入を強力に防止するこ
とから、その雨水が雄形凸条 (３ )と雌形凸状 (23)との嵌合面間を通って建物 (41)の屋根 (4
2)内に侵入することを、強力に防止する。　］
【００４１】
　請求項１の発明は、つぎの特徴構成を有する。
　前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )には、少なくとも下から上に向かって順に連続さ
せて、横一側に向かって凸状となる下位凸曲内嵌係合部 (８ )・凹状となる内側凹曲部 (９ )
・および凸状となる上位凸曲内嵌係合部 (10)を一連に形成する。
【００４２】
前記雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)には、少なくとも上から下に向かって順に連続させ
て、横一側に向かって凸状となる上位凸曲外嵌係合部 (30)・凹状となる外側凹曲部 (29)・
および凸状となる下位凸曲外嵌係合部 (28)を一連に形成する。
【００４３】
前記雌形凸条 (23)の弾性復元力により、この雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の上位凸曲
外嵌係合部 (30)および下位凸曲外嵌係合部 (28)は、前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )
の上位凸曲内嵌係合部 (10)および下位凸曲内嵌係合部 (８ )に対して、それぞれ密着接当さ
せて嵌合させる。
【００４４】
前記外側凹曲部 (29)と内側凹曲部 (９ )との間に雨水侵入防止用の背圧室 (11)を形成する。
　この背圧室 (11)の室下端部 (11a)は、雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下位凸曲外嵌
係合部 (28)と、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )との密着接当
により閉じられる。この背圧室 (11)の室上端部 (11b)は、雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24
)の上位凸曲外嵌係合部 (30)と、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (
10)との密着接当により閉じられている。
【００４５】
　この特徴構成から、次のように作用する。
強風雨時や暴風雨時には、雨水は強風で一方の金属製屋根板 (１ )の屋根板本体 (２ )上を吹
き流され、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )と他方の金属制屋根板 (21)の雌形凸状 (23)の
立下り側壁部 (24)との間を上向きに押し流されようとする。
【００４６】
　この上向きに押し流されようとする雨水は、下位凸曲内嵌係合部 (８ )と下位凸曲外嵌係
合部 (28)との密着接当により、この下位密着接当箇所 (37)で殆んど遮断される。
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　強風雨が強く長く続く場合には、その風雨の強い衝撃的な吹きつけが繰り返されること
により、この雨水がその下位密着接当箇所 (37)の封止を突き破って、背圧室 (11)に侵入し
てくることがある。
【００４７】
　しかし、比較的狭く形成された背圧室 (11)は、ごく少量の雨水の侵入量に比例して室内
空気層が圧縮され、この室内空気が上位凸曲内嵌係合部 (10)と上位凸曲外嵌係合部 (30)と
の密着接当により、この上位密着接当箇所 (38)で殆んど密封されているため、背圧室 (11)
の室内圧 (P1)が急速に圧力上昇する。
【００４８】
　この急速に圧力上昇した室内圧 (P1)は、背圧室 (11)に侵入した雨水を下位密着接当箇所
(37)から大気側へ押し出す力として作用するため、下位密着接当箇所 (37)から背圧室 (11)
へ雨水がさらに侵入することを強力に防止する。
【００４９】
　以上により、強く長く続く強風雨が衝撃的に繰り返し吹き付けてくる悪い条件下におい
ても、背圧室 (11)内の室内圧 (P1)は、ごく少量の雨水の侵入によって急速に圧力上昇して
、下位密着接当箇所 (37)から背圧室 (11)へのそれ以上の雨水の侵入を強力に防止すること
から、その雨水が雄形凸条 (３ )と雌形凸状 (23)との嵌合面間を通って建物 (41)の屋根 (42)
内に侵入することを、強力に防止することができる。
【００５０】
　［　効果ロ．　背圧室 (11)の高くなった室内圧 (P1)を保持するための構成としては、従
来技術におけるシール材 (85)を省略して、このシール材 (85)の部品コストと組付けコスト
とを引き下げるうえ、シール材 (85)の材質面での経年劣化による耐久性の低下を解消する
。　］
【００５１】
　前記背圧室 (11)の室内圧 (P1)が雨水の少量の侵入により急速に圧力上昇した場合におい
て、この室内空気を密封して圧力保持するための構成としては、雄形凸条 (３ )の立上り側
壁部 (４ )に折り曲げ形成された下位凸曲内嵌係合部 (８ )と、雌形凸状 (23)の立下り側壁部
(24)に折り曲げ形成された下位凸曲外嵌係合部 (８ )との密着接当により構成するので、図
５に示す従来技術におけるシール材 (85)を省略することができる。
【００５２】
　これにより、このシール材 (85)の部品コストと組付けコストとを引き下げることができ
る。そのうえ、シール材 (85)の材質面での経年劣化による耐久性の低下を解消することも
できる。
【００５３】
　［　効果ハ．　上位凸曲外嵌係合部 (30)と上位凸曲内嵌係合部 (10)との密着接当の嵌合
力は、「雄形凸条 (３ )に対して雌形凸状 (23)が抜け出すことを防止する嵌合係止力」とし
て余分にプラスに働く分だけ、強風・暴風下での強風通過時に発生する負圧により、他方
の金属製屋根板 (21)が引き上げられようとしたときに、雌形凸状 (23)が雄形凸条 (３ )から
抜け出して、この一方の金属製屋根板 (21)が屋根 (42)から引き剥がされてしまうことを、
強力に防止することができる。　］
【００５４】
　一般に、強風・暴風下での風通過時に発生する負圧により、他方の金属製屋根板 (21)が
引き上げられようとしたときに、この引上げ力で雌形凸状 (23)が雄形凸条 (３ )から抜け出
して、その金属製屋根板 (21)が屋根 (42)から引き剥がされてしまうことがある。
【００５５】
　請求項１の発明では、雌形凸状 (23)が雄形凸条 (３ )から抜け出すことを防止する働きは
、つぎの［凸状抜止め構造１］に加えて［凸状抜止め構造２］が余分に働く分だけ、雌形
凸状 (23)の抜け出し防止力が強化されて、その抜け出しを強力に防止することができる。
【００５６】
［凸状抜止め構造１］　雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下位凸曲外嵌係合部 (28)は、

10

20

30

40

50

(8) JP 3962741 B2 2007.8.22



雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )に対して密着接当させて嵌合
させる。
【００５７】
［凸状抜止め構造２］　雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の上位凸曲外嵌係合部 (30)は、
雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (10)に対して密着接当させて嵌合
させる。
【００５８】
この［凸状抜止め構造２］の上位凸曲外嵌係合部 (30)と上位凸曲内嵌係合部 (10)との密着
接当の嵌合力は、［上記効果イ］で述べた「背圧室 (11)を密封して、圧力上昇したその室
内圧 (P1)の圧力保持をする」働きに止まらず、これに加えて、「雄形凸条 (３ )に対して雌
形凸状 (23)が抜け出すことを防止する嵌合係止力」として余分にプラスに働く。　すなわ
ち、図５に示す従来技術のシール材 (85)が雄形凸条 (３ )に対して雌形凸状 (23)を押し上げ
て抜け出させる力としてマイナスに働く場合とは、正反対に働く。
【００５９】
　このため、上位凸曲外嵌係合部 (30)と上位凸曲内嵌係合部 (10)との密着接当の嵌合力は
、「雄形凸条 (３ )に対して雌形凸状 (23)が抜け出すことを防止する嵌合係止力」として余
分にプラスに働く分だけ、強風・暴風下での強風通過時に発生する負圧により、他方の金
属製屋根板 (21)が引き上げられようとしたときに、雌形凸状 (23)が雄形凸条 (３ )から抜け
出して、この一方の金属製屋根板 (21)が屋根 (42)から引き剥がされてしまうことを、強力
に防止することができる。
【００６０】
　　　○　請求項２の発明．　図１参照．
　この請求項２の発明は、上記請求項１の発明の［効果イ］・［効果ロ］および［効果ハ
］に加えて、つぎの効果を奏する。
【００６１】
［　効果ニ．　請求項１の発明の［効果イ．雨水の建物の屋根への侵入を強力に防止する
事］・［効果ロ．従来技術のシール材 (85)を省略できる事］・および［効果ハ．雌形凸状
(23)の雄形凸条 (３ )からの抜出し防止力を強化する事］を、さらに強化する。　］
【００６２】
　請求項２の発明は、つぎの特徴構成を有する。
前記雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )には、少なくとも上から下に向かって順に連続させ
て、横他側に向かって凸状となる上位凸曲内嵌係合部 (13)・凹状となる内側凹曲部 (14)・
および凸状となる下位凸曲内嵌係合部 (15)を一連に形成する。
【００６３】
前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)には、少なくとも下から上に向かって順に連続させ
て、横他側に向かって凸状となる下位凸曲外嵌係合部 (35)・凹状となる外側凹曲部 (34)・
および凸状となる上位凸曲外嵌係合部 (33)を一連に形成する。
【００６４】
前記雌形凸条 (23)の弾性復元力により、この雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲
外嵌係合部 (33)および下位凸曲外嵌係合部 (35)は、前記雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )
の上位凸曲内嵌係合部 (13)および下位凸曲内嵌係合部 (15)にそれぞれ密着接当させる。
【００６５】
前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の外側凹曲部 (34)と雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (
６ )の内側凹曲部 (14)との間に雨水侵入防止用の背圧室 (36)を形成する。　この背圧室 (36
)の室下端部 (36a)は雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の下位凸曲外嵌係合部 (35)と雄形凸
条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の下位凸曲内嵌係合部 (15)との密着接当により閉じられる。こ
の背圧室 (36)の室上端部 (36b)は雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲外嵌係合部 (
33)と雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)との密着接当により閉
じられている。
【００６６】
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　この特徴構成から、次のように作用する。
　この請求項２の発明の、雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲外嵌係合部 (33)・
下位凸曲外嵌係合部 (35)、雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)・
下位凸曲内嵌係合部 (15)、および雨水侵入防止用の背圧室 (36)の構成は、
上記請求項１の発明の、雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の上位凸曲外嵌係合部 (30)・下
位凸曲外嵌係合部 (28)、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (10)・下
位凸曲内嵌係合部 (８ )、および雨水侵入防止用の背圧室 (11)の構成と比べて、
同様に構成されていて、同様に作用する。
【００６７】
　このため、上記請求項１の発明の［効果イ．雨水の建物の屋根への侵入を強力に防止す
る事］・［効果ロ．従来技術のシール材 (85)を省略できる事］・および［効果ハ．雌形凸
状 (23)の雄形凸条 (３ )からの抜出し防止力を強化する事］を、この請求項２の発明はさら
に強化することができる。
【００６８】
　　○　請求項３の発明．　図１参照．
　この請求項３の発明は、上記請求項１の発明の［効果イ］・［効果ロ］・［効果ハ］、
および請求項２の発明の［効果ニ］に加えて、つぎの効果を奏する。
【００６９】
　［　効果ホ．　下位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ２ )が上位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ１ )よ
りも広い分だけ、雌形凸状 (23)の両下位凸曲外嵌係合部 (28)(35)および両上位凸曲外嵌係
合部 (30)(33)を、雄形凸条 (３ )の両下位凸曲内嵌係合部 (８ )(15)および両上位凸曲内嵌係
合部 (10)(13)に対して、上から嵌合させる組付け作業が楽に速やかに行なえる。　］
【００７０】
　この請求項３の発明は、つぎの特徴構成を有する。
　前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )とその立下り側壁部 (
６ )の下位凸曲内嵌係合部 (15)との間の下位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ２ )は、その立上り
側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (10)とその立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)
との間の上位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ１ )よりも、広くなる値に設定した。
【００７１】
　この特徴構成から、次のように作用する。
　前記下位係合部同士間横幅寸法 (Ｈ２ )が上位係合部同士間横幅寸法 (Ｈ１ )よりも広い値
になっていることから、雌形凸状 (23)の両下位凸曲外嵌係合部 (28)(35)が雄形凸条 (３ )の
両上位凸曲内嵌係合部 (10)(13)を軽い力で速やかに通過し易い分だけ、雌形凸状 (23)の両
下位凸曲外嵌係合部 (28)(35)および両上位凸曲外嵌係合部 (30)(33)を、雄形凸条 (３ )の両
下位凸曲内嵌係合部 (８ )(15)および両上位凸曲内嵌係合部 (10)(13)に対して、上から嵌合
させる組付け作業が楽に速やかに能率よく行なえる。
【００７２】
　　○　請求項４の発明．　図１参照．
　この請求項４の発明は、上記請求項１の発明の［効果イ］・［効果ロ］・［効果ハ］、
および請求項２の発明の［効果ニ］に加えて、つぎの効果を奏する。
【００７３】
　［　効果ヘ．　雌形凸状 (23)の両上位凸曲外嵌係合部 (30)(33)の下側傾斜壁 (30a)(33a)
の傾斜角度 (Θ１ )を小さくして、雌形凸状 (23)の雄形凸条 (３ )からの抜出し防止力をさら
に強化する。　］
【００７４】
　請求項４の発明は、つぎの特徴構成を有する。
　前記雄形凸条 (３ )および雌形凸条 (23)の各立上り側壁部 (４ )(26)および各立下り側壁部
(６ )(24)のそれぞれに形成した、各上位凸曲内嵌係合部 (10)(13)および各上位凸曲外嵌係
合部 (20)(33)から、これの下側に位置する前記各内側凹曲部 (９ )(14)および各外側凹曲部
(29)(34)までの間の上位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ１ )は、　前記各内側凹曲部 (９ )(1
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4)および各外側凹曲部 (29)(34)から、前記各下位凸曲内嵌係合部 (８ )(15)および各下位凸
曲外嵌係合部 (28)(35)までの間の下位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ２ )よりも低くなる値
に設定した。
【００７５】
　この特徴構成から、次のように作用する。
　前記上位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ１ )は、下位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ２ )よ
りも低くなる値に設定した分だけ、雌形凸状 (23)の両上位凸曲外嵌係合部 (30)(33)の下側
傾斜壁 (30a)(33a)の傾斜角度 (Θ１ )を小さくできるので、両上位凸曲外嵌係合部 (30)(33)
が両上位凸曲内嵌係合部 (10)(13)に対して抜止め力が強くなり、雌形凸状 (23)の雄形凸条
(３ )からの抜出し防止力をさらに強化することができる。
【００７６】
　　○　請求項５の発明．　図１参照．
　この請求項５の発明は、上記請求項１の発明の［効果イ］・［効果ロ］および［効果ハ
］に加えて、つぎの効果を奏する。
【００７７】
　［　効果ト．　水受け樋 (27)に受けられた雨水は再び吹き上げられることが無く大気中
へスムースに排出されていく分だけ、下位密着接当箇所 (37)での遮水性能が向上し、建物
(41)の屋根 (42)への雨水の侵入を一層強固に防止する。　］
【００７８】
　請求項５の発明は、つぎの特徴構成を有する。
　前記雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下端部 (27)は、下位凸曲外嵌係合部 (28)よりも
下側に連出させてから内向きにＵターンさせることにより水受け樋 (27)として形成する。
この水受け樋 (27)は雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )に対して接近ないし接当させる。
【００７９】
　この特徴構成から、次のように作用する。
　強風により雨水が一方の金属製屋根板 (１ )から雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )と雌形
凸状 (23)の立下り側壁部 (24)との間に吹き込まれようとしたときに、この立上り側壁部 (
４ )と水受け樋 (27)との接近ないし接当箇所でその雨水の大部分が遮断され、雨水のごく
一部しか通過しない。
【００８０】
　この通過後のごく一部の雨水は、雄形凸条 (３ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )と雌形凸状 (2
3)の下位凸曲外嵌係合部 (28)との密着接当箇所 (37)で止められて落下し、水受け樋 (27)に
受けられてこの樋の傾斜に沿って流れ、樋傾斜下端部から大気中へ排出される。
【００８１】
　この水受け樋 (27)に受けられた雨水は、この水受け樋 (27)と立上り側壁部 (４ )との間に
吹き上げられる雨水から区分されて、この吹上げ雨水に巻き込まれて再び吹き上げられる
ことが無く、大気中へスムースに排出されていく。
【００８２】
　これにより、下位凸曲内嵌係合部 (８ )と下位凸曲外嵌係合部 (28)との下位密着接当箇所
(37)は、ここに到達する雨水の勢いが弱くなるうえ量も少なくなる分だけ、遮水性能が向
上し、建物 (41)の屋根 (42)への雨水の侵入を一層強固に防止することができる。
【００８３】
　　○　請求項６の発明．　図１参照．
　この請求項６の発明は、上記請求項１の発明の［効果イ］・［効果ロ］および［効果ハ
］に加えて、つぎの効果を奏する。
【００８４】
　［　効果チ．　もしも雄形凸条 (３ )と雌形凸状 (23)との嵌合面間の凸条同士間隙間の最
奥部 (39)にごく少量の雨水が浸入することが起こったとしても、この雨水は遮水樋 (19)と
屋根板本体 (22)との樋密着接当箇所 (40)で封止されるので、建物 (41)の屋根 (42)内に侵入
することが確実に防止される。　］
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【００８５】
　請求項６の発明は、つぎの特徴構成を有する。
　前記雄形凸条立下り側壁部 (６ )の下端部から他方に向かって連出している留付け部 (７ )
の遊端部 (19)は、上回りにＵターンさせることにより横一側方に向かって開口する遮水樋
(19)として形成する。　この遮水樋 (19)は前記雌形凸条 (23)を連続形成した前記屋根板本
体 (22)に密着接当させる。
【００８６】
　この特徴構成から、次のように作用する。
　ここではもしも、雄形凸条 (３ )と雌形凸状 (23)との嵌合面間の凸条同士間隙間の最奥部
(39)にごく少量の雨水が浸入することが起こった場合について、述べる。
　この凸条同士間隙間の最奥部 (39)に侵入した雨水は、遮水樋 (19)と屋根板本体 (22)との
樋密着接当箇所 (40)で封止され、遮水樋 (19)または凸条同士間隙間最奥部 (39)の傾斜に沿
って流れて、大気中へ排出される。
【００８７】
　このため、もしも雄形凸条 (３ )と雌形凸状 (23)との嵌合面間の凸条同士間隙間の最奥部
(39)にごく少量の雨水が浸入することが起こったとしても、この雨水は遮水樋 (19)と屋根
板本体 (22)との樋密着接当箇所 (40)で封止されるので、建物 (41)の屋根 (42)内に侵入する
ことが確実に防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８８】
　以下、本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施の形態を、図面に基づき説明する。
　　○　実施形態１．　請求項１・２・３・４・５・６．　図１・図２参照．
　図１は本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施形態１を示す。　図１（Ａ）は金属
製屋根板の防水連結構造の要部取り出し縦断斜視図であり、図２のＡ－Ａ線断面斜視図で
ある。図１（Ｂ）は図１（Ａ）のＢ部の拡大図。図１（Ｃ）は図１（Ａ）のＣ部の拡大図
である。　図２は金属製屋根板の使用状態を示す建物の屋根の一部の斜視図である。
【００８９】
　図２において、符号 (41)は体育館・工場・または家屋などの建物、 (42)はこの建物の屋
根である。 (１ )(21)は金属製屋根板、 (２ )(22)は屋根板本体、 (３ )は雄形凸条、 (23)は雌
形凸条である。
【００９０】
　この金属製屋根板 (１ )(21)同士間の防水連結構造は、図１に示すように、つぎのように
構成される。
　図１（Ａ）に示すように、　各金属性屋根板 (１ )(21)にはそれぞれ、その屋根板本体 (
２ )(22)の横他側縁部分（右側縁部分）に雄形凸条 (３ )(３ )が形成され、その横一側縁部
分（左側縁部分）に雌形凸条 (23)(23)が形成されている。
【００９１】
　図１（Ｂ）に示すように、　左右に並列させた２枚の金属製屋根板 (１ )(21)のうちの一
方の金属製屋根板 (１ )には、これの屋根板本体 (２ )の横他側縁部分に防水兼嵌合連結用の
雄形凸条 (３ )を折り曲げにより一連に形成する。　これに対して、他方の金属製屋根板 (2
1)には、これの屋根板本体 (22)の横一側縁部分に防水兼嵌合連結用の雌形凸条 (23)を折り
曲げにより一連に形成する。
【００９２】
　前記雄形凸条 (３ )に前記雌形凸条 (23)を上から被せつけて外嵌させることにより、前記
２枚の金属製屋根板 (１ )(21)同士を防水状に嵌合連結するように構成する。
　前記雄形凸条 (３ )は、前記屋根板本体 (２ )の他側縁部分から順に連続させて、上向きに
のびる立上り側壁部 (４ )・横他側向きにのびる断面が円弧状の上壁部（５）・及び下向き
にのびる立下り側壁部 (６ )を一連に形成して成る。　この立下り側壁部 (６ )から横他側向
きに建物 (41)の屋根 (44)への留付け部 (７ )を連出させる。この留付け部 (７ )は建物 (41)の
屋根 (42)にねじ釘 (43)で留付け固定する。
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【００９３】
　前記雌形凸条 (23)は、前記屋根板本体 (22)の一側縁部分から順に連続させて、上向きに
のびる立上り側壁部 (26)・横一側向きにのびる断面が円弧状の上壁部 (25)・および下向き
にのびる立下り側壁部 (24)を一連に形成して成る。
【００９４】
前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )には、下から上に向かって順に連続させて、横一側
に向かって凸状となる下位凸曲内嵌係合部 (８ )・凹状となる内側凹曲部 (９ )・および凸状
となる上位凸曲内嵌係合部 (10)を一連に形成する。
【００９５】
前記雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)には、上から下に向かって順に連続させて、横一側
に向かって凸状となる上位凸曲外嵌係合部 (30)・凹状となる外側凹曲部 (29)・および凸状
となる下位凸曲外嵌係合部 (28)を一連に形成する。
【００９６】
前記雌形凸条 (23)の弾性復元力により、この雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の上位凸曲
外嵌係合部 (30)および下位凸曲外嵌係合部 (28)は、前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )
の上位凸曲内嵌係合部 (10)および下位凸曲内嵌係合部 (８ )に対して、それぞれ密着接当さ
せて嵌合させる。
【００９７】
前記外側凹曲部 (29)と内側凹曲部 (９ )との間に雨水侵入防止用の背圧室 (11)を形成する。
　この背圧室 (11)の室下端部 (11a)は、雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下位凸曲外嵌
係合部 (28)と、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )との密着接当
により閉じられる。この背圧室 (11)の室上端部 (11b)は、雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24
)の上位凸曲外嵌係合部 (30)と、雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (
10)との密着接当により閉じられている。
【００９８】
前記雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )には、少なくとも上から下に向かって順に連続させ
て、横他側に向かって凸状となる上位凸曲内嵌係合部 (13)・凹状となる内側凹曲部 (14)・
および凸状となる下位凸曲内嵌係合部 (15)を一連に形成する。
【００９９】
前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)には、少なくとも下から上に向かって順に連続させ
て、横他側に向かって凸状となる下位凸曲外嵌係合部 (35)・凹状となる外側凹曲部 (34)・
および凸状となる上位凸曲外嵌係合部 (33)を一連に形成する。
【０１００】
前記雌形凸条 (23)の弾性復元力により、この雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲
外嵌係合部 (33)および下位凸曲外嵌係合部 (35)は、前記雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )
の上位凸曲内嵌係合部 (13)および下位凸曲内嵌係合部 (15)にそれぞれ密着接当させる。
【０１０１】
前記雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の外側凹曲部 (34)と雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (
６ )の内側凹曲部 (14)との間に雨水侵入防止用の背圧室 (36)を形成する。　この背圧室 (36
)の室下端部 (36a)は雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の下位凸曲外嵌係合部 (35)と雄形凸
条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の下位凸曲内嵌係合部 (15)との密着接当により閉じられる。こ
の背圧室 (36)の室上端部 (36b)は雌形凸条 (23)の立上り側壁部 (26)の上位凸曲外嵌係合部 (
33)と雄形凸条 (３ )の立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)との密着接当により閉
じられている。
【０１０２】
　前記雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )の下位凸曲内嵌係合部 (８ )とその立下り側壁部 (
６ )の下位凸曲内嵌係合部 (15)との間の下位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ２ )は、その立上り
側壁部 (４ )の上位凸曲内嵌係合部 (10)とその立下り側壁部 (６ )の上位凸曲内嵌係合部 (13)
との間の上位係合部同士間横幅寸法 (Ｌ１ )よりも、広くなる値に設定した。
【０１０３】

10

20

30

40

50

(13) JP 3962741 B2 2007.8.22



　前記雄形凸条 (３ )および雌形凸条 (23)の各立上り側壁部 (４ )(26)および各立下り側壁部
(６ )(24)のそれぞれに形成した、各上位凸曲内嵌係合部 (10)(13)および各上位凸曲外嵌係
合部 (20)(33)から、これの下側に位置する前記各内側凹曲部 (９ )(14)および各外側凹曲部
(29)(34)までの間の上位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ１ )は、　前記各内側凹曲部 (９ )(1
4)および各外側凹曲部 (29)(34)から、前記各下位凸曲内嵌係合部 (８ )(15)および各下位凸
曲外嵌係合部 (28)(35)までの間の下位係合部－凹曲部間高さ寸法 (Ｈ２ )よりも低くなる値
に設定した。
【０１０４】
　前記雌形凸条 (23)の立下り側壁部 (24)の下端部 (27)は、下位凸曲外嵌係合部 (28)よりも
下側に連出させてから内向きにＵターンさせることにより水受け樋 (27)として形成する。
この水受け樋 (27)は雄形凸条 (３ )の立上り側壁部 (４ )に対して接近ないし接当させる。
【０１０５】
　前記雄形凸条立下り側壁部 (６ )の下端部から他方に向かって連出している留付け部 (７ )
の遊端部 (19)は、上回りにＵターンさせることにより横一側方に向かって開口する遮水樋
(19)として形成する。　この遮水樋 (19)は前記雌形凸条 (23)を連続形成した前記屋根板本
体 (22)に密着接当させる。
【０１０６】
　　○　実施形態２．　請求項１・２・３・４・５・６．　図３参照．
　図３は本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施形態２を示す要部の縦断正面図であ
って、図１（Ｂ）に相当する図である。
【０１０７】
　この実施形態２は、上記実施形態１の構成において、その構成の一部をつぎのように変
更したものである。
　前記雄形凸条 (３ )の上壁部 (５ )および雌形凸条 (23)の上壁部 (25)の各折り曲げ断面形状
は、図１（Ｂ）に示す断面上向き凸の円弧形状から、図３に示す断面門形形状に変更した
ものである。
【０１０８】
　　○　実施形態３．　請求項１・２・３・４・５・６．　図４参照．
　図４は本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施形態３を示す要部の縦断正面図であ
って、図１（Ｂ）に相当する図である。
【０１０９】
　この実施形態３は、上記実施形態１の構成において、その構成の一部をつぎのように変
更したものである。
　前記雄形凸条 (３ )の上壁部 (５ )および雌形凸条 (23)の上壁部 (25)の各折り曲げ断面形状
は、図１（Ｂ）に示す断面上向き凸の円弧形状から、図４に示す断面山形形状に変更した
ものである。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明のエンジンの金属製屋根板の防水連結構造は、例えば体育館・工場・または住宅
などの建物に使用される金属製屋根板の防水連結構造に好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】図１は本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施形態１を示す。　図１（Ａ）
は金属製屋根板の防水連結構造の要部取り出し縦断斜視図であり、図２のＡ－Ａ線断面斜
視図である。図１（Ｂ）は図１（Ａ）のＢ部の拡大図。図１（Ｃ）は図１（Ａ）のＣ部の
拡大図である。
【図２】図２は金属製屋根板の使用状態を示す建物の屋根の一部の斜視図である。
【０１１２】
【図３】図３は本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施形態２を示す要部の縦断正面
図であって、図１（Ｂ）に相当する図である。
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【図４】図４は本発明の金属製屋根板の防水連結構造の実施形態３を示す要部の縦断正面
図であって、図１（Ｂ）に相当する図である。
【図５】図５は従来技術の金属製屋根板の防水連結構造の要部の縦断正面図であり、図１
（Ｂ）に対応する図である。
【符号の説明】
【０１１３】
１…金属製屋根板、　２…屋根板本体、　３…雄形凸条、　４…立上り側壁部、　５…上
壁部、　６…立下り側壁部、　７…留付け部、　８…下位凸曲内嵌係合部、　９…内側凹
曲部、　１０…上位凸曲内嵌係合部、　１１…背圧室、　１１ａ…室下端部、　１１ｂ…
室上端部、　１３…上位凸曲内嵌係合部、　１４…内側凹曲部、　１５…下位凸曲内嵌係
合部、　１９…遮水樋、
【０１１４】
　２１…金属製屋根板、　２２…屋根板本体、　２３…雌形凸条、　２４…立下り側壁部
、　２５…上壁部、　２６…立上り側壁部、　２７…水受け樋、　２８…下位凸曲外嵌係
合部、　２９…外側凹曲部、　３０…上位凸曲外嵌係合部、　３３…上位凸曲外嵌係合部
、　３４…外側凹曲部、　３５…下位凸曲外嵌係合部、　３６…背圧室、　３６ａ…室下
端部、　３６ｂ…室上端部、　Ｌ１…上位係合部同士間横幅寸法、　Ｌ２…下位係合部同
士間横幅寸法、　Ｈ１…上位係合部－凹曲部間高さ寸法、　Ｈ２…下位係合部－凹曲部間
高さ寸法。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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